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第 1 章 公共施設長寿命化計画の概要 

 

１. 計画策定の目的 

公共施設長寿命化計画は、将来の人口動向や財政状況に応じた公共サービスを安

全かつ持続的に提供するため、長期的な視点をもって、公共施設の更新・長寿命化

などに係る財政負担を軽減・平準化することを目的とする。 

 

２. 計画の位置付け 

本計画は、公共施設再配置計画とともに、最上位の計画である公共施設等総合管

理計画における公共建築物の個別計画として位置付ける。 

※公共施設等総合管理計画は、平成 25 年 11 月 29 日に国のインフラ老朽化対策の

推進に関する関係省庁連絡会議で決定された「インフラ長寿命化基本計画」に

おいて、市町村版の「インフラ長寿命化計画(行動計画)」に該当するもので、

平成 26 年 4 月 22 日に総務省が策定した「公共施設等総合管理計画の策定にあ

たっての指針」に基づいて策定したものである。 

※公共施設再配置計画は、今後の人口構造や市民ニーズ等の変化を見据え、施設

総量や施設配置の最適化を図るため、長期的な視点をもって、公共施設の統廃

合・複合化等の再配置方針を定めることを目的として別途策定中である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■計画の位置付け 

 

３. 計画期間 

計画期間は、上位計画である公共施設等総合管理計画と整合を図り、平成 31 年度

（2019 年度）から平成 68 年度（2056 年度）とし、原則として 5 年ごとに計画の見

直しを行うことを基本とする。 

 

 

 

 

 

岩倉市公共施設等総合管理計画 

岩倉市公共施設長寿命化計画 

岩倉市公共施設再配置計画 

連
携

公共建築物 インフラ資産 
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４. 計画の対象施設 

本計画の対象施設は、用途別および構造別で整理すると、下表の通りとなる。 

なお、学校教育系施設は学校施設長寿命化計画、その他の施設は公共施設再配置

計画と整合を図る。 

 

■用途別区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■構造別区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分類 施設数 棟数 
延床面積

（m2) 

面積比率 

（％） 

市民文化系施設 14 14 4,314.14 4.4%

社会教育系施設 3 3 5,521.68 5.6%

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設 2 2 9,028.33 9.2%

学校教育系施設 8 44 47,977.93 49.0%

子育て支援施設 16 21 9,595.69 9.8%

保健・福祉施設 4 4 4,315.99 4.4%

医療施設 1 1 248.04 0.3%

行政系施設 8 8 13,623.22 13.9%

公営住宅 1 3 2,518.97 2.6%

その他 2 2 699.38 0.7%

 59 102 97,843.37 100.0

※平成 29 年 4 月 1 日時点   

構造名 構造 棟数 
延床面積

（m2) 

面積比率

（％） 

経過年数（年）

最小 最大 

鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 SRC 造 1 921.00 0.9% 16 16 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 RC 造 76 76,464.25 78.1% 7 56 

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ鉄筋 

ｺﾝｸﾘｰﾄ造 
PC 造 3 2,518.97 2.6% 44 45 

鉄骨造 S 造 20 17,416.21 17.8% 1 49 

木造 W 造 2 522.94 0.5% 51 51 

合計 - 102 97,843.37 100.0% - - 

※平成 29 年 4 月 1 日時点 
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■対象施設一覧表（1/2） 
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■対象施設一覧表（2/2） 
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部位 番号 点検対象部位項目

a.屋根 19 屋根

b.外装 20 外壁

22 天井・内壁

23 床

51 冷温水配管、冷却水配管、油配管、ガス配管

52 給水配管、排水配管

59 空気調和機、エアコン、ファンコイル等

62 ポンプ

32 分電盤・制御盤

56 自家発電設備

57 受変電設備

f.屋外 8 敷地

c.内装

d.機械設備

e.電気設備

５. 対象施設の健全度の把握 

本市では、公共施設の健全度を把握するため、平成 26 年度に公共建築物現況調査を実施した。

以下に、その調査概要と結果を示す。 

 

(１) 調査概要 

公共建築物現況調査では、公共施設を６つの部位（屋根、外装、内装、機械設備、電気設備、屋外）

に分けて、A～D の 4 段階で健全度を評価している。 

 

 

 

 

 

 

 

■点検対象部位 

 

■建築物の劣化に関する健全度判定 

判
定 

劣化状況 

健全度判定の定量的評価の目安 
1)ひび割れ 

外内装、屋外

等 

2)浮き剥離 

外 内 装 、 躯

体、設備等 

3)腐食（錆） 

外 内 装 、 躯

体、設備等 

4)破損・欠損 

躯体、基礎、屋

外等 

5)作動不良 

設備等 

A 
・全体的に健全である。 

・緊急修繕の必要がなく、日常

の維持管理で対応するもの。 

劣化部が 

全体の 0～

10％ 

程度 

0～10％ 

程度 

部分的に 

錆が発生 

(1％以下）

- 

施設が問題なく

本来の機能を維

持している状態

（築 10 年を目

安） 

B 

・全体的に健全であるが、部分

的な劣化が進行している。 

・緊急修繕の必要はないが、維

持管理の中で定期的な観察が

必要なもの。 

10～40％ 

程度 

10～30％ 

程度 

部分的に 

錆が発生 

(1％を超え

33％未満）

0～20％ 

程度 

多少の不具合が

確認されるが、

施設は機能して

いる状態（築 20

年を目安） 

C 

・全体的に劣化が進行している。 

・現時点では重大な事故には繋

がらないが、利用し続けるた

めには部分的な補修が必要な

もの。 

40～70％ 

程度 

30～50％ 

程度 

部分的に 

錆が発生 

(33％を超え

50％未満) 

20～30％ 

程度 

明らかに不具合

な箇所があり、

施設の機能が部

分的に損なわれ

ている状態（築

30年を目安） 

D 

・全体的に顕著な劣化がある。 

・重大な事故に繋がる恐れがあ

り、施設の利用禁止あるいは、

緊急の補修が必要なもの。 

70～100％ 

程度 

50～100％ 

程度 

全体的に 

錆が発生 

(50％以上)

30～100％ 

程度 

施設本来の機能

を全く維持して

いない状態（築

40 年以上を目

安） 

 

 

 

 

 

 

a 

b

c d,e 

c 

f 
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(２) 調査結果 

公共建築物現況調査に基づく、健全度判定の結果を整理すると、下表の通りとなる。 

 

■調査結果一覧表（1/2） 
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■調査結果一覧表（2/2） 
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第 2章 長寿命化計画の検討条件 

 

１. 管理類型と長寿命化の方針 

公共建築物は、イニシャルコストである建設費が非常に高価であるケースが多く、容易に更新

することが困難な施設である。一方で民間分野においては、マンション等の長期修繕計画に代表

されるように、適切に維持管理を行うことにより、躯体を含めた建築物全体の長寿命化を図る取

組みが進められている。 

長寿命化の検討にあたり、公共建築物の管理類型は、現在の経過年数や劣化状況等に応じて、

下記に示す「事後保全型管理」と「予防保全型管理」の中から、最適な方法を選択する必要があ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２. 更新時期の考え方 

公共建築物の更新時期は、「建築物の耐久計画に関する考え方（社） 日本建築学会 昭和 63

年」に基づき、目標耐用年数の代表値を事後保全型管理、最大値を予防保全型管理として設定す

る。 

■公共建築物の目標耐用年数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

構造 
目標耐用年数 

代表値 範囲 

鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、 

鉄骨造、ブロック造 
60 年 50～80 年 

木造 40 年 30～50 年 

■管理類型の概要 

管理類型 概要 

事後保全型管理 
劣化や損傷、異常、故障等が確認された時点で行う保全方法である。異

常の発見が遅れた場合に損害の拡大や大事故につながるおそれがある。

予防保全型管理 

建築物の健全度判定から、劣化の有無や兆候を事前に把握し、修繕サイ

クルを設定することで計画的に行う保全方法である。故障による停止や

事故を未然に防ぎ、建築物の部材を適切に保全することで長寿命化する

ことができる。 

事後保全型管理 予防保全型管理
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３. 修繕及び改修時期の考え方 

大規模改修の実施時期は、屋根、外装、内装及び屋外の 4 部位に分けて考えるものとし、建築

後から 30年と 60 年で実施する。 

また、日常修繕は、屋根、外装、内装、機械設備、電気設備及び屋外の 6 部位に分けて考える

ものとし、材料の仕様に応じて建築後から 10 年または 15年で設定する。 

 

■部位ごとの修繕及び改修時期 

建物の部位 日常修繕サイクル 大規模改修サイクル 

屋 根 10 年または 15年 30 年 

外 装 10 年または 15年 30 年 

内 装 10 年または 15年 30 年 

機械設備 15 年 － 

電気設備 15 年 － 

屋 外 10 年または 15年 30 年 

 

■事後保全型管理のイメージ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

■予防保全型管理のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60年 

費用 

耐用年数 60年間 

（木造は 40年間） 

経過 
年数 

更新 

30 年 
建設 

費用 

60 年 80 年 110 年 

経過 
年数 

耐用年数 80年間（木造は 50年間） 

更新 

日常修繕 日常修繕

大規模 

改修 

大規模 

改修 

大規模 

改修 

日常修繕 日常修繕
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４. 対象施設の管理類型の考え方 

公共建築物は、今後の維持管理方針として積極的に長寿命化を図るべき施設であり、建築物全

体の管理類型は「予防保全型管理」とする。 

ただし、これまでに大規模改修を行っていない建築物は、市内に多数あり一律に大規模改修を

実施すると、かえって不経済になると想定されることから、現状のまま日常修繕で対応し耐用年

数を迎えた時点で更新を行う「事後保全型管理」とし、更新後は「予防保全型管理」に転換する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

躯体構造が 

木造以外である 

建築後の経過年数が

30 年以内である 

YES NO 

予防保全型管理 

YES NO 

過去に大規模改修が 

実施されている 

YES NO 

＜管理類型と耐用年数の選定フロー＞

事後保全型管理 予防保全型管理 事後保全型管理 

耐用年数 

60 年 

耐用年数 

40 年 

躯体構造が 

木造以外である

YES NO 

耐用年数 

80 年 

耐用年数 

50 年 
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第 3章 今後の維持・更新コストの試算条件 

 

１. 更新費用の設定 

(１) 更新単価 

公共建築物の更新単価は、総務省の更新費用試算ソフトに用いられる単価設定を基に、下表の

通り用途別に設定した。 

■用途別の更新単価 

建物用途 単価（万円/㎡） 

市 民 文 化 系 施 設 40.0 

社 会 教 育 系 施 設 40.0 

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 36.0 

学 校 教 育 系 施 設 33.0 

子 育 て 支 援 施 設 33.0 

保 健 ・ 福 祉 施 設 36.0 

医 療 施 設 40.0 

行 政 系 施 設 40.0 

公 営 住 宅 28.0 

そ の 他 36.0 

(２) 各部位の更新費用 

各部位（屋根、外装、内装、躯体、基礎、機械設備、電気設備、屋外）の更新費用は、過去実

績における形状別・部位別の工事費用の割合を構成比率として仮定し、それぞれの用途別の更新

費用の割合として設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■各部位の構成比率 
形状 　 形状 　 形状 　

　(A)　　　　管理棟・事務所等 部位 構成比率 （B）管理棟・研修棟・展示棟等 部位 構成比率 　（C）　　　　倉庫・車庫等 部位 構成比率

鉄筋コンクリ－ト造で屋根は陸屋根にアスフ 屋根　  　a 12% 主体構造：　鉄筋コンクリート 屋根　  　a 10% 柱・梁の主体構造が鉄骨造で屋根に折板等 屋根　　　a 10%

ァルト防水・シ-ト防水等を使用しているケ-ス 外装       b 8% 屋根の種類・形状：　勾配屋根 外装       b 10% の屋根材で仕上げているケ-ス 外装       b 10%

 内装       c 18% 内装       c 18% 内装       c 23%

躯体       d 25% 躯体       d 25% 躯体       d 23%

基礎       e 14% 基礎       e 12% 基礎       e 25%

　　　 機械設備 f 10% 機械設備 f 11% 機械設備 f 3%

電気設備 g 10% 電気設備 g 11% 電気設備 g 3%

外構       h 3% 　 外構       h 3% 外構       h 3%

　  　  　  

合計 100% 合計 100% 合計 100%

    

　（D）　　　　　事務所等 部位 構成比率 　(E)　　　　　　　学校等 部位 構成比率 　（F）　　茶室・休憩所・トイレ等 部位 構成比率

主体構造が鉄骨造で陸屋根にアスファルト 屋根　　　a 10% 鉄筋コンクリ－ト造で屋根は陸屋根にアスフ 屋根　  　a 5% 主体構造が木造で屋根は勾配屋根で瓦や 屋根　　　a 15%

防水・シ-ト防水等を使用したケ-ス 外装       b 8% ァルト防水・シ-ト防水等を使用しているケ-ス 外装       b 11% 金属屋根で仕上げているケ-ス 外装       b 7%

　 内装       c 19%  内装       c 21% 内装       c 22%

躯体       d 18% 躯体       d 28% 躯体       d 20%

基礎       e 20% 基礎       e 17% 基礎       e 5%

機械設備 f 11% 　　　 機械設備 f 8% 機械設備 f 14%

電気設備 g 11% 電気設備 g 8% 電気設備 g 14%

外構       h 3% 外構       h 2% 外構       h 3%

　  　  　  

合計 100% 合計 100% 合計 100%

      

　（G）　　トイレ等の小規模建築 部位 構成比率 　（H）　　　　　　体育館等 部位 構成比率 　(I)　　　庁舎等中高層建築 部位 構成比率

主体構造が鉄筋コンクリ－ト造及び 屋根　　　a 10% 柱・壁が鉄筋コンクリ－ト造で屋根を鉄骨造 屋根　　　a 10% 鉄筋コンクリ－ト造で屋根は陸屋根にアスフ 屋根　  　a 5%

補強コンクリートブロック造で屋根 外装       b 10% で造り、屋根仕上を金属等で葺いたケース 外装       b 10% ァルト防水・シ-ト防水等を使用しているケ-ス 外装       b 10%

を金属・瓦屋根等により葺いたケース 内装       c 20% 内装       c 15%  内装       c 20%

躯体       d 23% 躯体       d 25% 躯体       d 27%

基礎       e 10% 基礎       e 25% 基礎       e 16%

機械設備 f 12% 機械設備 f 6% 　　　 機械設備 f 10%

電気設備 g 12% 電気設備 g 6% 電気設備 g 10%

外構       h 3% 外構       h 3% 外構       h 2%

　 　  
合計 100% 合計 100% 合計 100%

     

a

bcd

c

e

a

b
cd

c

e

a

bc
d

e

a

b

c

d c

e

a

b

c

e
d

c

c

c

a

b
c

d

e

a

b
c

d

e

a

bcd

e

a

b

c

e
d

c

c

c
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２. 日常修繕の実施時期の設定 

(１) 公共建築物現況調査結果の反映 

日常修繕の実施時期は、公共建築物現況調査の部位ごとの評価結果から、使用材料毎の日常修

繕サイクルを考慮して、下記の通り設定した。 

  

■日常修繕の実施時期 

評価結果 
 

日常修繕サイクル 

A B C D

15年 15年目 10年目 5年目 計画開始年

10年 10年目 5年目 計画開始年 計画開始年

 

 

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

     

 

   

 

 

 

 

(２) 大規模改修の実施時期の反映 

日常修繕サイクルの起点の相違により、日常修繕と大規模改修の実施時期の重複が起こる可能

性があることから、日常修繕の実施時期については、下記のとおりとする。また、大規模改修を

行った場合、日常修繕のサイクルは大規模改修を実施した年度をサイクルの起点として、再設定

する。 

＜日常修繕から大規模改修の間隔＞ 

  5 年以下 ⇒  日常修繕を計画しない。 

  5 年超え ⇒  日常修繕を計画する。 

 

 

 

 

 

 

優 劣

5 年目 
10 年目 

15 年目 

D 

C 

B 

A 

D 

C 

B 

A 

5 年目 
10 年目 

1 年目 
1 年目 1 年目 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

劣化イメージ 

日常修繕 

実施段階 

日常修繕 

実施段階 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

劣化イメージ 

日常修繕 15 年 日常修繕 10 年 

日常修繕サイクル 
計 画 年 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ・・

10 年    ＊          ＊  ★  

大規模改修の 5年以内は、 
日常修繕を実施しない。 

日常修繕の本来の予定年で
あるが、実施しない 

＊ ：日常修繕実施年 

★ ：大規模改修実施年 
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３. 日常修繕及び大規模改修費用の設定 

(１) 日常修繕 

日常修繕は、建物を良好に維持するために必要な部分的な工事として、部位別・仕様別に設定

する。部位ごとの更新費用に日常修繕費率を乗じることで、部位別の日常修繕費用を算出する。 

なお、日常修繕は、予防保全型の管理を行わない施設に対しても、耐用年数までの供用性能を

維持するために部分的な修繕は必要となる。 

 

■日常修繕の仕様と更新費用に対する比率（例） 

屋根 

・焼成による耐久性の高い瓦等の部材は 5％とする。 

・シーリングの劣化による浮きや破損が発生するアスファルト防水やシート防水系の部材は 10％

とする。 

・腐食や飛散物による耐久性･耐候性が比較的低い金属･スレート系の部材は 15％とする。 

外装 

・焼成による耐久性や気密性の高いタイル･打放し等は 5％とする。 

・腐食や経年劣化による耐候性が比較的低い金属･吹付け･塗装系の部材は 10％とする。 

内装 

・経年劣化によるものとして、仕様によらず 10％とする。 

（内装には、壁、天井、床が含む） 

機械設備 

・設備機器の修繕周期は 15～20 年であり、機器や付属配管の更新として 30％とする。 

・設備機器の内、大型設備であるエレベーター等がある場合には機器の更新として 60％とする。

電気設備 

・設備機器の修繕周期は 15～20 年であり機器や付属配管の更新として 30％とする。 

屋外 

・経年劣化によるものとして、仕様によらず 5％とする。 
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(２) 大規模改修 

大規模改修は、予防保全型管理を行う施設に対してのみ行うもので、全面的に健全度を回復し

施設の長寿命化を図ることを目的に、部位別・仕様別に設定する。部位別の更新費用に大規模改

修費率を乗じることで、部位別の大規模改修費用を算出する。 

 

■大規模改修の仕様と更新費用に対する比率（例） 

屋根 

・全面張替えとなるアスファルト防水やシート防水系は部位建設費の 50％とする。 

・その他のスレート、シングル系は日常修繕率と同様に 15％とするが、腐食が進む金属系は 20％

とする。 

外装 

・腐食や表面劣化が進行し易い板張や塗装系は 40％、金属系は 20％、吹付けは 15％とする。 

内装 

・仕様によらず、部位建設費の 30％とする。 

（内装には、壁、天井、床が含む） 

機械設備 

・日常修繕にて機器を更新するため、大規模改修の対象としない。 

電気設備 

・日常修繕にて機器を更新するため、大規模改修の対象としない。 

屋外 

・日常修繕（10～15 年）の 3 倍相当の期間が経過することから部位建設費の 15％とする。 
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(３) 部位別・仕様別の修繕および改修内容 

以下に、部位別・仕様別の日常修繕と大規模改修の内容、更新費用に対する比率およびその修繕・

改修サイクルを整理する。 

 

■部位別・仕様別対策内容（1/2） 

部 

位 
仕様 日常修繕内容 

日常修繕
比率 
(ｻｲｸﾙ) 

大規模改修内容 
大規模 

改修比率 
(ｻｲｸﾙ) 

屋 

根 

■アスファルト防水 ・取合い部のシール劣化部分の打

替え 

・伸縮目地劣化部分の打替え 

10％ 

（10 年） 

・全面張替え、あるいは

カバー工法 
50％ 

（30 年） 

■シート防水 ・ジョイントなどの亀裂部分からの雨

水の侵入による膨れの生じてい

る箇所、下地補修後重ね張り 

10％ 

（10 年） 

・全面張替え 
50％ 

(30 年) 

■金属屋根 ・取合い部のシール劣化部分の打

替え 

・錆、膨れ、剥がれ、色あせなどの

劣化部分、補修後再塗装 

15％ 

（15 年） 

・左記の大規模改修 

(施工規模 30％程度) 20％ 

(30 年) 

■スレート屋根 ・膨れ、剥がれ、色あせなどの劣化

部分、補修後再塗装 

15％ 

（15 年） 

・左記の大規模改修 

(施工規模 20％程度) 

15％ 

(30 年) 

■シングル屋根 ・膨れ、剥がれ、色あせなどの劣化

部分、補修後再塗装 
15％ 

（10 年） 

・左記の大規模改修 

(施工規模 20％程度) 
15％ 

(30 年) 

■瓦屋根  ・ずれ、浮き、割れ、欠けなどの劣

化部分、取替え 
5％ 

（10 年） 

・左記の大規模改修 

(施工規模 20％程度) 
15％ 

(30 年) 

■テント張り ・汚れ部分の洗浄 10％ 

（10 年） 

・全面張替え 90％ 

(30 年) 

外

装 

 

■タイル張り ・シール劣化部分の打替え 

・浮き、ひび割れ部分、樹脂注入

補修、部分張替え 

5％ 

（10 年） 

・左記の大規模改修 

(施工規模 20％程度) 15％ 

(30 年) 

■カーテンウォール ・シール劣化部分の打替え 5％ 

（10 年） 

・左記の大規模改修 

(施工規模 20％程度) 

15％ 

(30 年) 

■吹付けタイル ・シール劣化部分の打替え 

・ひび割れ部分、樹脂注入補修、ト

ップコート塗布 

10％ 

（10 年） 

・左記の大規模改修 

(施工規模 20％程度) 
15％ 

(30 年) 

■サイディング張り ・シール劣化部分の打替え 

・色あせなどの劣化部分、塗り替え 

10％ 

（15 年） 

・左記の大規模改修 

(施工規模 20％程度) 

15％ 

(30 年) 

■金属 ・シール劣化部分の打替え 

・塗装劣化部分、塗り替え 

10％ 

（10 年） 

・全面張替え 20％ 

(30 年) 

■板張り ・塗装劣化部分塗り替え 10％ 

（10 年） 

・全面張替え 40％ 

(30 年) 

■塗装 ・塗装劣化部分塗り替え 10％ 

（10 年） 

・全面塗り替え 40％ 

(30 年) 
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■部位別・仕様別の対策内容（2/2） 

部 

位 
仕様 日常修繕内容 

日常修繕
比率 
(ｻｲｸﾙ) 

大規模改修内容 
大規模 

改修比率
(ｻｲｸﾙ) 

内
装 

■一般事務所仕様 

床 

・ビニールタイルなどのはがれ割れ

等、劣化部分の張替え 

10％ 

(10 年) 

 ・左記の大規模改修 

(施工規模 15％程度) 

30％ 

(30 年) 

 壁 ・クロスはがれ部分、補修 

・塗装の汚れ部分、塗り替え 

・左記の大規模改修 

(施工規模 15％程度) 

天井 ・汚れ、はがれ部分張替え ・左記の大規模改修 

(施工規模 10％程度) 

機
械
設
備 

■一般事務所仕様 ・ポンプ類、給水管、排水管、換気

機器、空調機器、熱源機器など

の機器の更新（省エネ機器） 

30％ 

(15 年) 

 

－ 

■特殊設備仕様 ・ポンプ類、エレベーター等の大型

機器の更新（省エネ機器） 

60％ 

(15 年) 

電
気
設
備 

■一般事務所仕様 ・受電機器、照明器具、盤類など

の機器の更新（省エネ機器） 
30％ 

(15 年) 

  

－ 

屋
外 

■タイル張り ・浮き、ひび割れ、不陸部分の補

修、張替え 

5％ 

(15 年) 

・左記の大規模改修 

 

15％ 

(30 年) 

■アスファルト舗装 ・陥没、ひび割れ部分の補修 5％ 

(10 年) 

・左記の大規模改修 15％ 

(30 年) 

■舗装ブロック ・陥没、不陸部分の補修、張替え 5％ 

(10 年) 

・左記の大規模改修 15％ 

(30 年) 

注）日常修繕比率は、各部位の建設費に対して修繕に要する費用の比率を示す。 

注）施設の日常的な管理（保守）に含まれる内容は、含まない。 
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第 4章 ライフサイクルコストの試算 

 

１. ライフサイクルコストの試算方法 

長寿命化対策の効果を把握するため、対策として大規模改修を実施した場合（予防保全型管理）

と実施しなかった場合（事後保全型管理）の費用を比較し、単年度当たりのライフサイクルコス

トの縮減効果を算定した。 

算定にあたっては、大規模改修の実施の有無により、更新時期が異なることとし、下記の式に

より、単年度当たりのライフサイクルコストの縮減額を算出した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 ライフサイクルコストの単年度当たり縮減額の計算例（大市場町公会堂） 

部位 

耐用 

年数 

(年) 

日常 

修繕 

回数 

日常 

修繕費用 

(千円) 

更新 

費用 

（千円） 

大規模 

改修費用 

（千円） 

※2回 

長寿命

化後耐

用年数 

（年） 

長寿命

化後日

常修繕

回数 

長寿命化

後日常修

繕費用 

(千円) 

事後保全

ﾗｲﾌｻｲｸﾙ 

ｺｽﾄ 

（千円）

予防保全

ﾗｲﾌｻｲｸﾙ 

ｺｽﾄ 

（千円）

縮減額 

(千円) 

屋根 

 

60 

5 9,240 12,320 3,696 

 

80 

5 9,240 

 

2,917 

 

2,663 

 

254 

外装 5 6,160 12,320 3,696 5 6,160 

内装 5 11,088 22,176 13,306 5 11,088 

躯体 － － 30,800 － － － 

基礎 － － 14,784 － － － 

機械 3 12,197 13,552 － 5 20,328 

電気 3 12,197 13,552 － 5 20,328 

屋外 5 924 3,696 1,109 5 924 

計 － － 51,806 123,200 21,807 － － 68,068 175,006 213,075 － 

 

 

 

予防保全 

の場合 
＝ 

大規模改修 

費用 

更新 

費用 
＋ ＋ 

日常修繕 

費用 

長寿命化後

耐用年数 

事後保全 

の場合 
＝ 

更新 

費用 
＋ 

日常修繕 

費用 

耐用 

年数 

単年度当たりライフサイクルコスト縮減額（Ｃ）：（Ｃ0／Ｔ0）－（Ｃ1／Ｔ1） 

Ｃ0：大規模改修を実施しなかった場合における、次期更新までに要する総費用  

Ｔ0：大規模改修を実施しなかった場合の耐用年数 

Ｃ1：大規模改修を実施した場合における、次期更新までに要する総費用  

Ｔ1：大規模改修を実施した場合の長寿命化後耐用年数 

Ｃ0 Ｃ1 Ｔ1 Ｃ Ｔ0 

事後保全型管理 
予防保全型管理 
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（百万円）

（年）

日常修繕費 更新費

２. ライフサイクルコストの試算結果 

(１) 全施設を事後保全型管理とした場合 

大規模改修を実施せずに、耐用年数を迎えた段階で更新するものと想定すると、現在保有して

いる公共建築物の維持・更新等に係るライフサイクルコストは、今後 40 年間で約 370 億円（約

9.2 億円/年）の費用が必要となり、充当可能な財源見込み額約 4.2 億円/年に対し、約 5.0 億円/

年の財源が不足する結果となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日常修繕費： 10,543 百万円 

更新費：     26,417 百万円 

費用合計：   36,960 百万円 
充当可能な財源見

込み額 

約 4.2 億円/年 

将来の費用総額 

約 9.2 億円/年 差額 

約 5.0 億円/年 
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（百万円）

（年）

(２) 予防保全型管理を取り入れた場合 

前述した管理類型の考え方に基づき、予防保全型管理を行った場合、今後 40 年間で約 338 億円

（約 8.4 億円/年）の費用が必要となり、「事後保全型管理」に比べ、総額約 32 億円の費用縮減が

図れる見込みとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、「事後保全型管理」から「予防保全型管理」に転換したとしても、今後 40 年間の維持・

更新等に係るライフサイクルコストは、充当可能な財源見込み額である約 4.2 億円/年を 2 倍程度

上回っており、また年度によっても必要費用に大幅な差が生じていることから、コストの平準化

や更なるコスト縮減策を講じる必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大規模改修費： 2,381 百万円 

日常修繕費：  10,227 百万円 

更新費：      21,167 百万円 

費用合計：    33,775 百万円 

将来の費用総額  

約 8.4 億円/年 

差額 

約 4.2 億円/年 

充当可能な 

財源見込み額 

約 4.2 億円/年 
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第 5章 今後の取り組みについて 

 

本計画は、40 年間という長期の計画であるため、5 年間隔を目途に、PDCA サイクルによる随時見直し

を行い、実現性・実行性を確保した計画とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜PDCA サイクルのイメージ＞ 

 

 

 

CHECK（検証） 

施設情報のデータベースやカル

テの活用による効果検証 

DO（実施） 

個別施設計画の策定と計画に

沿った修繕・更新等の実施 

ACTION(改善) 

施設機能の状態・利用状況・ 

財務状況等から改善を実施 

PLAN（計画） 

総合管理計画の策定・見直し 

見直し 
サイクル 

5 年 
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